
前橋市監査委員公表第２１号 

 

前橋市長から出資団体監査の結果に対する措置について通知がありましたので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、別紙のとお

り公表します。 

令和４年１１月２５日 

 

前橋市監査委員  根 岸 隆 夫      

   同     長 岡 敏 夫      

   同     鈴 木 俊 司      

   同     近 藤   登      

 

 

 

 



出資団体監査結果に係る措置通知書 
 

                                         監査期間 令和４年８月２４日～１０月１２日  
                                                措置通知書提出日 令和４年１１月１７日    

  

監   査   結   果 
（指摘・要望事項） 

指摘事項に対する措置内容及び 
要望事項に対する考え方等 

【監査対象団体：公立大学法人前橋工科大学】 

 

１ 契約事務について（指摘事項） 

(1) 契約手続について 

学科再編に伴う教員居室等の引越業務、

学科再編に伴う大学院生室の引越業務にお

いて、次のとおり不適正な事務処理が行わ

れていた。 

契約事務取扱細則、事務決裁規程にのっ

とり、適正な事務処理を行うよう改善され

たい。 

ア 契約事務取扱細則第２５条において準

用する第６条第３項で、予定価格調書を

封書としなければならないと規定してい

るにもかかわらず、封筒に入れて保管し

ておらず、秘密の保持が確保できていな

かった。 

 

 

 

 

 

イ 契約事務取扱細則第３１条において、

契約金額が 50 万円以下の契約は契約書

の作成を省略できると規定しているが、

契約金額が 50 万円を超えているにもか

かわらず、契約書の作成を省略し請書を

徴していた。 

 

 

ウ 契約締結の報告において、事務決裁規

程第３条の規定により課長が決裁すべき

ところ、その決裁が漏れていた。 

 

 

(2) 契約書の記載事項等について 

契約書の記載事項等において、次のとお

り不適正な事務処理が行われていたので、

適正な事務処理を行うよう改善されたい。 

ア 実験棟２産業廃棄物等処理業務、廃棄

物収集運搬処理業務において、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律施行令第６条

の２第４号で規定する契約書に記載すべ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 予定価格調書は、入札等の前日までに必

ず封筒に入れ、金庫に保管するよう運用を

徹底した。また、実効性を担保するため、

係長が、毎週、学内グループウェアのサイ

ボウズスケジュールから入札・見積合わせ

の予定を確認し、予定がある場合は、前日

までに金庫内に封入された封筒が入ってい

るかを確認するとともに、その旨を職員に

対する説明会で使用する契約事務説明会資

料に記載した。なお、その後は適正な契約

事務を行っている。 

イ 本件については、当該引越業務において、

例年 50 万円を超えることがなく、慣例的に

前年度の起案や書式等を使い回していたこ

とが原因である。そのため、今後、50 万円

を超える契約については、請書ではなく契

約書を使用するよう、職員に対する説明会

で使用する契約事務説明会資料に記載し、

確実に改善できる対応を行った。 

ウ 課長決裁の起案文書は、起案者が自らの

責任を持って確認することを徹底するとと

もに、係長が決裁漏れがないか定期的に決

裁後の文書を確認することとした。なお、

その後、決裁漏れは生じていない。 

 

 

 

 

ア 産業廃棄物の処理等の業務に係る契約に

当たっては、関係法令にのっとった契約書

の案を受注者に提示させた上で、受注者の

事業の範囲や、委託する産業廃棄物の種類



監   査   結   果 
（指摘・要望事項） 

指摘事項に対する措置内容及び 
要望事項に対する考え方等 

き事項である受注者の事業の範囲、委託

する産業廃棄物の種類及び数量等の記載

がなかった。 

 

イ 科学研究費申請書レビュー業務の契約

書において、会計規程第２６条に規定す

る契約書に記載しなければならない事項

のうち、契約の目的が記載されていなか

った。また、契約金額に相当する対価に

ついて、同契約書第５条第１項に「本業

務の実施対価は、（別紙）研究支援単価

表に基づき算定するものとする。」と規

定しているが、当該単価表を添付してい

なかった。 

(3) 工事請負契約書の規定不足について 

前橋工科大学で発注する工事において

は、契約事務取扱細則第４５条で規定する

建設工事請負契約書により請負契約を締結

することとしているが、前橋工科大学バス

停ルーフ設置工事ほか３工事において、同

条規定と異なる契約書で請負契約を締結し

ていたため、受注者に対して火災保険等に

付すことの義務付けを設けていないなど、

請負契約に必要とされる規定が不足してい

た。 

契約事務取扱細則に規定する建設工事請

負契約書により請負契約を締結し、適正な

事務処理を行うよう改善されたい。 

 

２ 契約事務について（要望事項） 

(1) 工事完了届の事務処理について 

市で発注する工事に適用される「工事検

査の手引き」では、受注者から提出された

工事完成通知書を受理した後、課長が検査

員、検査日時を決定することとされている

が、前橋工科大学バス停ルーフ設置工事ほ

か３工事において、受注者が提出した工事

完了届後の検査員等の決定を要する課長決

裁を受ける前に完成検査を行っていた。 

前橋工科大学は、工事手続の実施等につ

いて、市と「公立大学法人前橋工科大学の

修繕及び整備工事支援に関する協定書」を

締結し、工事監理や検査等の支援及び技術

的な助言を受けられることや、前橋工科大

学で発注する工事の件数が少ないことなど

から、工事発注等に係る手引書などを作成

していない。 

ついては、今後、適正な工事発注等の事

及び数量などの必須事項を本学が当該契約

書に記載するよう改善した。令和４年度の

契約においては、適正な契約書で契約締結

を行った。 

イ 科学研究費申請書レビュー業務の契約に

当たっては、次回の契約から、契約の目的

その他の必須項目を記載した契約書の書式

を作成し、確実に改善できる対応を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 本件については、工事請負であるにもかか

わらず、役務業務の契約書を参照したことが

原因であるため、今後は、担当者が工事請負

契約書を参照することができるよう、学内グ

ループウェアのサイボウズ掲示板の定型書式

に掲載し、工事請負の際は、当該契約書を使

用するよう、事務局内に周知し、運用を改善

した。 

 また、市の工事請負契約書の書式が変更と

なった際には、随時、その変更内容について

の情報提供をしていただけるよう、市（契約

監理課）に依頼した。 

 

 

 

 

 今後、適正な工事発注等の事務処理を行え

るよう、本学における完了検査が可能な簡易

な工事については、市が定めている「工事検

査の手引き」を参考に、専門的なノウハウを

必要としない範囲で手引を年度内に作成する

ことを決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監   査   結   果 
（指摘・要望事項） 

指摘事項に対する措置内容及び 
要望事項に対する考え方等 

務処理を行えるよう、前橋工科大学におい

ては、市に準じた「工事検査の手引き」な

どを制定するよう検討されたい。 

(2) 工事手続の事務処理について 

工事手続において、契約内容や検査手続

等を定めた工事に関する手引書などを設け

ていないことから、工事完了届の課長決裁

を受ける前に完成検査を行っているものが

あったほか、契約事務取扱細則で規定する

建設工事請負契約書を使用していないもの

があるなど、適正な工事手続であるか疑義

が生じる状況であった。 

また、前橋工科大学と市が締結している

「公立大学法人前橋工科大学の修繕及び整

備工事支援に関する協定書」は、工事監理

や検査等の支援及び技術的な助言を受けら

れるとしている。しかし、専門的な技術や

工事手続の知識を備えた法人職員が配置さ

れていない中、当該協定に基づく支援及び

技術的な助言のみで、今後、適正に工事手

続の事務処理を実施することが可能かどう

か、市所管課などと協議し、必要に応じ協

定書の内容の見直しを検討されたい。 

 

【監査対象所属：行政管理課】 

 

１ 契約事務について（要望事項） 

(1) 工事手続の事務処理について 

行政管理課が所管する前橋工科大学にお

ける工事手続においては、前橋工科大学と

して契約内容や検査手続等を定めた工事に

関する手引書などを設けていないことから、

工事完了届の課長決裁を受ける前に完成検

査を行っているものがあったほか、契約事

務取扱細則で規定する建設工事請負契約書

を使用していないものがあるなど、適正な

工事手続であるか疑義が生じる状況であっ

た。 

こうした状況を踏まえ、市所管課として

は、市の「工事検査の手引き」等を参考に、

契約内容や検査手続等を定めた工事に関す

る手引書などを作成するよう指導されたい。 

また、市と前橋工科大学が締結している

「公立大学法人前橋工科大学の修繕及び整

備工事支援に関する協定書」は、工事監理

や検査等の支援及び技術的な助言を受けら

れるとしている。しかし、専門的な技術や

 

 

 

 

 前橋工科大学と市所管課である行政管理課

及び建築住宅課とで協議した結果、今後は、

予定される工事について、同３者で情報を共

有し、市の支援が必要になるものを確認し、

必要な支援が受けられる体制を整えていくこ

とで、「公立大学法人前橋工科大学の修繕及

び整備工事支援に関する協定書」を補完し、

工事手続の事務処理を適正に行うことを決定

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

独立した法人ではあるが、契約及び工事に

関する適正な工事手続を行うため、市の「工

事検査の手引き」等を参考に、契約内容や検

査手続等を定めた工事に関する手引書を早急

に作成するよう働きかけ、作成に向けた支援

を行うことを決定した。 

また、検討した結果、適正な工事手続であ

るか疑義が生じている原因は、「公立大学法人

前橋工科大学の修繕及び整備工事支援に関す

る協定書」の内容ではなく、支援要請の精査

が原因と考えられ、協定書をより具現化する

体制が必要と考えられる。そのため、市建築

住宅課と協議を行い、今後は、予定される工

事について、前橋工科大学、行政管理課及び

建築住宅課の３者で情報を共有し、市の支援

が必要になるものを確認し、必要な支援が受

けられる体制を整えていくことで、協定書を

補完し、前橋工科大学の工事手続の事務処理

を適正に行うことを決定した。 



監   査   結   果 
（指摘・要望事項） 

指摘事項に対する措置内容及び 
要望事項に対する考え方等 

工事手続の知識を備えた法人職員が配置さ

れていない中、当該協定に基づく支援及び

技術的な助言のみで、今後、適正に工事手

続の事務処理を実施することが可能かどう

か、市所管課においては前橋工科大学及び

市関係課と協議し、必要に応じ協定書の内

容の見直しを検討されたい。 
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